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取組項目のフォローアップの実施方法について

１．各取組項目（計48項目）のフォローアップ

各取組項目のフォローアップについては、下記⑴⑵のとおり実施することとする。

⑴ 年に一度、流域治水協議会と共通の調査様式で実施状況についての調査を実施。（★）

⑵ 期が変わるタイミング（概ね５年毎）には、各取組項目の具体的な実施内容について
の調査を実施。（★）

※ 調査結果は、事務局でとりまとめた上で関係機関に展開することを想定。

※ 上記⑵について、今回は年度末（令和８年３月末）を目途に調査を実施予定。

２．重点取組項目（計５項目）のフォローアップ（★）

重点取組は第３期において特に推進していく取組であり、進捗状況や取組の詳細を定期的
に把握する必要があることから、年に一度、上記１．⑴のフォローアップ調査と併せて、取
組の進捗率や実施内容についての調査を実施。

取組内容及び取組状況の適切な把握や、各関係機関の取組の横展開等の観点から、
第３期における減災対策協議会の取組項目のフォローアップは、下記のとおり実施する
こととする。

★：これまでの実施方法と変更なし ★：これまでの実施方法に追加



取組項目のフォローアップの実施方法について

◆前頁１．⑵の回答様式イメージ

各機関の列に、下記を回答
・当該年度の取組状況（取組内容の詳細）
・次年度以降の取組継続意向
・次年度以降の取組方針（取組を継続する場合、取組予定の場合）
・取組目標時期（年度）
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